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はじめに 

 

 

介護サービス事業者の皆様へ 

 

 

日頃から、当市の介護保険事業の運営に御理解と御協力をいただきありがとう

ございます。 

皆様におかれましては、これまでも昼夜を問わず新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のための取組みに努めていただき、感謝申し上げます。 

 

さて、この度の介護サービス事業者講習会は、「介護保険施設等の指導監督に

ついて（令和４年３月31日老発0331第６号厚生労働省老健局長通知）」

における介護保険施設等指導指針に基づく集団指導として、介護保険制度の健

全かつ適正な運営の確保を図ることを目的としています。 

 

皆様におかれましては、この資料と併せて、法令、国からの各種通知等の情報収

集と遵守に努め、介護サービスの質の向上を図るとともに、保険給付の適正化に御

協力をいただきますようお願いします。 

 

 

春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 

 



お知らせ 

 

 
１ 市ホームページのページ番号検索 

この資料で「春日井市のホームページ」に掲載されている情報は、 

トップページ「https://www.city.kasugai.lg.jp/」から、 

指定された「ID」の番号を入力、検索して閲覧すると便利です。 

① ページ番号検索をクリック 

② ページＩＤを入力し、表示をクリック 

２ メールアドレスの報告 

市では介護保険に関する情報を、市ホームページの他、メールで

お知らせすることがあります。事業所のメールアドレスについて、

次の場合は市へ報告いただきます様ご協力をお願いします。 

 

・ メールアドレスを報告していない場合 

・ メールアドレスに変更のあった場合又は廃止した場合 
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Ⅰ 介護サービス事業者への指導・監査 

 

１ 基本的な考え方 

介護サービス事業者には、人員、設備及び運営に関する基準等に適合しているか

自主点検を行い、介護サービスの質の向上を目指していくことが求められています。 

より良い介護サービスを提供するためには、必要な最低限度の基準に適合するこ

とだけにとどまらず、更なる事業運営の改善を図っていただかなければなりません。 

当市は、介護サービス事業者が適正な事業運営をしているかを確認し、適正かつ

円滑な事業運営を確保するため、次のとおり指導・監査を行います。 

 

２ 指導・監査の種類 

⑴ 集団指導 

介護サービス事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容

の周知徹底等を図ることを主目的に講習等の方法により実施します。 

介護サービス事業者講習会は、集団指導に位置付けられます。 

⑵ 運営指導 

事業所に訪問等をして書類の作成状況や事業所内の様子等を確認します。 

運営指導には、県と市で行う合同指導と、市のみで行う一般指導があります。 

原則実地で行いますが、実地先の状況によりオンライン等を活用して実施する

場合があります。 

ア 合同指導 

合同指導の対象は、県指定サービスです。県職員と市職員が原則事業所に訪

問して指導を行います。 

なお、県指定サービスに加え、市指定サービスがある場合は、同時に市によ

る一般指導を行う場合があります。 

イ 一般指導 

一般指導の対象は、市指定サービスの地域密着型事業、総合事業、居宅介護

支援及び介護予防支援です。市職員が原則事業所に訪問して指導を行います。 

⑶ 監査 

人員、設備及び運営に関する基準等に違反すると認められる場合又はその疑い

があると認められる場合に行います。 

 

３ 指導の重点項目 

⑴ 基準等運営体制 

ア 人員配置の基準を満たし、適切な介護サービスを提供できる勤務体制が確保

されているか。 
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イ 相談室など、介護サービスに必要な設備の用途が保たれているか。 

ウ 地震、火災、風水害（土砂災害を含む）等の非常災害に対する業務継続計画

（ＢＣＰ）の作成及び訓練を実施しているか。 ※ 

エ 事故発生時の内容を記録し、保険者等へ連絡を行い、従業者間で共有すると

ともに、事業者全体で原因の究明及び再発防止対策を講じているか。 

オ 虐待の発生又は未然防止の取組みとして、研修の実施、虐待と思われる事態

を発見した場合の通報体制が確保されているか。 ※ 

カ 個人情報は適切に取り扱われているか。 

キ ハラスメントの実態を把握し、取り組むべき対策を講じているか。 

ク 感染症の発生及びまん延等に関する取組みとして指針の整備、研修の実施等

がされているか。 ※ 

※ 令和３年４月１日から３年間は経過措置期間。期間中は努力義務。 

⑵ 介護サービス実施状況 

ア 管理者及び職員の資質向上のために研修を実施しているか。 

イ 利用者や家族の希望、課題に適合したサービス計画を作成しているか。また、

サービス担当者会議を適切な時期に関係者の意見を踏まえて行っているか。 

ウ 自立支援及び重度化防止に資する計画を作成するために、他職種との連携が

なされているか。 

エ 日常生活に要する費用の徴収にあたって、不適切な徴収が行われていないか。 

オ 生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行

わず、虐待や身体拘束の廃止に向けた取組みがなされているか。 

⑶ 介護報酬請求 

ア 算定条件を満たした上で適正に介護報酬を請求しているか。 

イ サービス提供にあたり計画書が事前に適正に作成されているか。 

 

４ 機動的な対応 

従業者等による虐待が疑われる場合や、利用者の生命又は身体を保護するために

緊急やむを得ないと判断した場合などは、事前の通知を行うことなく、現場の状況

に応じて、機動的に運営指導又は監査を行います。 
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５ 令和３年度の実地指導 

令和３年度は、愛知県において新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が

発出されるなどの状況を踏まえ、感染症拡大防止を最優先とする観点から、計画し

ていた実地指導の一部については延期いたしました。 

⑴ 実施件数（実施期間：６月 22日～３月 22日） 

 
実施 

事業所 

指摘事項 

指摘事業所 指摘件数 

居宅介護支援 

介護予防支援 
20 ９ 16 

地域密着型サービス 

総合事業 
42 33 129 

合計 62 42 145 

 

⑵ 指導の状況 

ア 居宅介護支援・介護予防支援（指摘事業所数９件 指摘件数 16件） 

 指摘事項 指摘件数 

１ 指定居宅介護支援の具体的取扱い方針 ８ 

２ 内容及び手続きの説明及び同意 ３ 

３ 秘密保持等 ３ 

４ 運営規程 １ 

５ 従業者の員数 １ 

（ア）内容及び手続きの説明及び同意 

サービス提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

①前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅

サービス計画の数が占める割合 

②前６月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護ごとの回数のうちに同一の居

宅サービス事業所又は地域密着型サービス事業者によって提供されたも

のが占める割合 

について文書を交付して説明を行い、利用者から署名を得る必要があるものの、

説明が適切に行われなかったケース。 
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令和３年度の介護報酬改定により定められた項目ですが、この基準を満たせ

ていない場合、運営基準減算として契約月から当該状態が解消されるに至った

月の前月まで、減算適用後の単位数を算定します。１か月目は所定の単位数の

50％となり、２か月目以降は所定単位数を算定できません。なお、令和３年３

月 31 日以前に契約を結んでいる利用者については、ケアプランの見直し時等

に説明を行うことが望ましいです。 

イ 地域密着型サービス・総合事業（指摘事業所数 33件 指摘件数 129件） 

 指摘事項 指摘件数 

１ 勤務体制の確保等 30 

２ 内容及び手続きの説明及び同意 20 

３ サービス計画に沿ったサービス提供 17 

４ 運営規程 11 

５ 事後発生の防止及び事故発生時の対応 10 

６ 加算の算定 7 

７ 地域との連携等 7 

８ サービス提供の記録 6 

９ 記録の整備 5 

10 その他 16 

（ア）勤務体制の確保等 

事業所において、勤務時間や兼務状況など、人員基準を満たしていること

が確認できる、勤務形態一覧表、雇用契約書、資格者証やタイムカード等の

書類の整備が不十分であったケース。 

（イ）内容及び手続きの説明及び同意 

重要事項の説明において、第三者評価の実施状況が説明されていない、運

営規程と重要事項説明書の整合性が図れていない、個人情報の同意を利用者

の家族から得ていないなど、契約時の手続きにおけるケース。 

（ウ）サービス計画に沿ったサービス提供 

作成された個別サービス計画に沿ってサービス提供がされていない、又は、

サービス計画が作成されないままサービスが提供されていたケース。 

ケアマネジャーにより暫定プランが作成されていなかったことや、アセス

メント・モニタリング等が十分に行われなかったため、状態に変化があるも

のの、計画の見直しがされなかったことが要因でした。 
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Ⅱ 令和４年度介護報酬改定 

 

介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を

踏まえ、令和４年10月に、収入を３％程度（月額平均9,000円相当）引き上げるため

の措置、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 介護職員等ベースアップ等支援加算の概要 

加算率 定期巡回・随時対応型訪問介護看護…2.4％ 

地域密着型通所介護…1.1％ 

認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護…2.3％ 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護…1.7％ 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護…1.6％ 他 

算定要件 ①処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得していること 

②賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベース

アップ等（「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引き上

げ）に使用すること 

対象の職種 介護職員（ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善に加算

で得た収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める） 

２ 申請・交付スケジュール 

  申請は令和４年８月に受付開始予定。10月のサービス提供分から毎月支払（実

際の支払いは12月から）。賃金改善期間後に処遇改善実績報告書を提出。 

  当該加算の、緩和した基準によるサービスにおける取扱いについては、現在は

未定のため、決定次第周知を予定しています。 

全体のイメージ

処遇改善加算（Ⅰ）
処遇改善加算（Ⅱ）

処遇改善加算（Ⅲ）

特定処遇
改善加算（Ⅰ） 特定処遇

改善加算（Ⅱ）

介護職員等ベースアップ等支援加算

特定処遇
改善加算（Ⅰ） 特定処遇

改善加算（Ⅱ）

介護職員等ベースアップ等支援加算

特定処遇
改善加算（Ⅰ） 特定処遇

改善加算（Ⅱ）

介護職員等ベースアップ等支援加算
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Ⅲ 令和３年度介護報酬改定 

 

令和３年度介護報酬改定に係る改正点で、経過措置が設けられたものとして、主に、

感染症対策の強化、業務継続に向けた取組みの強化、ハラスメント対策の強化、高齢

者虐待防止の推進があります。経過措置期間中は努力義務となっています。 

 

Ⅲ－ⅰ 感染症対策の強化 

  

新型コロナウイルス感染症等、感染症の発生やまん延防止に向けた日頃からの取組

みが重要であることが再認識される中、各サービス事業者の感染防止の取組み強化と

して次のことが義務付けられています（令和６年３月 31日までは経過措置期間）。 

 

１ 感染症対策の強化 

⑴  感染症対策強化としての取組みの義務化 

ア 施設系サービス 

現行の「感染対策委員会の開催」、「指針の整備」、「研修の実施」に加え、「訓練

（シミュレーション）の実施」を義務付け。 

イ その他のサービス 

施設系サービスと同様に「感染対策委員会の開催」、「指針の整備」、「研修の実

施」、「訓練（シミュレーション）の実施」を義務付け。 

⑵ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

（他の検討委員会と一体的に実施することも可能） 

 感染対策の知識を有する者を含む幅広い職種※により構成することが望ま

しい。 

※ 幅広い職種…（例）施設長（管理者）、事務長、ケアマネジャー、生活相

談員、介護職員、看護職員、医師、栄養士などの構成が考えられる（外

部から感染症対策の専門家を登用することが望ましい）。 

 委員会の構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対

策担当者を決めておくこと。 

 おおむね６か月に１回以上、定期的に委員会を開催（施設系サービスは、

おおむね３か月に１回以上、定期的に委員会を開催）。感染症が流行する時

期等必要に応じて随時開催。 

※従業者が１名の居宅介護支援事業所については、感染症対策における指針を

整備することで感染症対策委員会を開催しないことも差し支えない。 

 



- 7 - 

 

２ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

 事業所内における平常時、発生時それぞれの対応を記載した指針を作成すること。 

⑴ 平常時の対策 

 事業所内の衛生管理（環境の整備等） 

 ケアにかかる感染対策（手洗いなど標準的な予防策）等 

⑵ 発生時の対応 

 発生状況の把握 

 感染拡大の防止 

 医療機関、保健所、市町村等の関係機関との連携、行政等への報告 

 事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備し明記しておく 等 

 

３ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修、訓練（シミュレーション）の実施 

事業所の従業者に対して、感染症の予防及びまん延の防止のための研修、訓練

（シミュレーション）を実施すること。 

⑴ 研修 

・ 感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業

所における指針（上記２で定めた指針）に基づいた衛生管理の徹底や衛生的

なケアの励行を行う内容とする。 

・ 定期的（年１回以上）に実施。 

・ 新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。 

・ 研修内容について記録する。 

⑵ 訓練（シミュレーション） 

・ 平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、

定期的（年１回以上）に実施。 

・ 感染症発生時に迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修

内容に基づき、事業者内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの

演習等を実施する。机上と実地を組み合わせながら実施することが望ましい。 

（参考） 

「厚生労働省 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/taisakumatome_13635_html  

「厚生労働省 介護現場における感染対策の手引き」 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf 

「厚生労働省 感染対策に関する研修について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/kansentaisaku_00001.html 
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Ⅲ－ⅱ ＢＣＰ（業務継続計画） 

 

介護サービスは、利用者、その家族の生活になくてはならないものであり、安定的・継続

的に提供されることが求められます。そのため、各介護サービス事業所において、ＢＣＰ（業

務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じることが必要となります。

令和６年３月 31 日までは経過措置期間となっていますが、昨今の介護サービスを取り巻く

環境を鑑みれば、早期の取組みが必要です。 

 

１ ＢＣＰとは 

ＢＣＰとは、重要業務を遂行するための資源（人材、物資、情報）を保全、確保するため

の方法、スケジュールを具体的に定めたもの。危機的状況（自然災害、感染症のまん延、大

事故）が発生した際に、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間

で復旧させることを目的としています。 

 

２ 防災計画とＢＣＰの違い 

ＢＣＰの目的達成には、防災計画による資源（人財、物資、インフラ）の保全も重要とな

ります。両方の計画には共通する部分もあり、密接な関係があるといえます。 

 防災計画 ＢＣＰ 

主な目的 ・身体、生命の安全確保 

・物的被害の軽減 

・身体、生命の安全確保に加え、優先的に継

続、復旧すべき重要業務の継続または早

期復旧 

考慮すべき

事項 

・拠点がある地域で発生する想定さ

れる災害 

・自社の事業中断の原因となり得るあらゆ

る発生事象 

重要視され

る事象 

・「死傷者数」「損害額」は最小限と

する 

・従業員等の安否を確認し、被害者

を救助・支援すること 

・被害を受けた拠点を早期復旧する

こと 

・左記に加え、以下を含む 

・重要業務の目標復旧期間・目標復旧レベル

を達成すること 

・経営及び利害関係者への影響を許容範囲

内に抑えること 

・利益を確保し企業として生き残ること 

活動、対策の

検討範囲 

・自社の拠点ごと ・全社的（拠点横断） 

・委託先、調達先、供給先 
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３ 自然災害発生時と感染症発生時のＢＣＰの違い 

自然災害と感染症のまん延に対して、それぞれに対応した計画を立てることが必要になり

ます。また、それらの計画を一体的に策定することも良しとされています。 

 
自然災害 新型コロナウイルス感染症 

被害の対象 人、施設、設備等、社会インフラへ

の被害が大きい 

人への健康被害が大きい 

影響範囲 被害が地域的・局所的 被害が国内全域、全世界的 

被害の期間 過去事例等からある程度の影響想

定が可能 

長期化すると考えられ、不確実性が高く影

響予測が困難 

対策 代替地での事業継続が可能 代替地という考えが通用しにくい 

４ 事業所が講じるべき措置 

⑴ ＢＣＰの策定…義務化されるまでに、下記の⑵～⑷の項目も含めた体制作りが求めら

れるため、ＢＣＰの策定は今年度中に完了することが望ましい。 

⑵ 計画の実行…備蓄や非常電源の確保、緊急連絡先を紙媒体で用意するなど。 

⑶ 従業者への周知と研修及び訓練の実施…定期的に行う。また、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも可。 

⑷ ＢＣＰの見直しと変更…訓練結果や最新の知見を用いてＢＣＰの見直しを適時行う。 

 

５ ＢＣＰの作成方法 

ＢＣＰの作成には、厚生労働省ＨＰ「介護施設・事業所にお

けるＢＣＰ（業務継続計画）作成支援に関する研修」を参照する

ことを推奨します。当該ＨＰに掲載されている、「業務継続ガイ

ドライン」、「（様式）ツール集」を用いて、準備しておくべき物

資や連絡先、誰が何をするのかなど、必要な事項を定めていきま

す。そして、同じくＨＰに掲載されている「ひな形」に落とし込

んでいき、ＢＣＰを作成します。また、ＨＰには研修動画も

掲載されています。「業務継続計画（ＢＣＰ）作成のポイ

ント」、「各サービスの固有事項」等を参考に、サービス種

目に沿ったＢＣＰに近づけていきます。 
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６ 防災関連事業助成金 

当市では、ＢＣＰ又は経済産業大臣が認定する事業継続力強化計画に基づく防災や緊急時

の対応に関連する機器・設備類の整備や、耐震診断の実施など、企業が存続するための取組

みに対して支援を行っています。当該制度は、ＢＣＰの策定・改訂に係る費用、自家発電設

備や貯水タンクといった防災関連設備、耐震診断の実施費用が助成の対象になります。 

※会社法上の会社及び営利を目的とし税務署長に開業届出書を提出している個人事業主が

対象です。 

＜問い合わせ先＞ 

春日井市 産業部 企業活動支援課 

電 話：0568-85-6247 

ＦＡＸ：0568-84-8731 

メール：kigyo@city.kasugai.lg.jp 

（詳細は、市ホームページ【ID 1020610】を確認してください。） 

 

７ まとめ 

 ＢＣＰの策定はゴールではなくスタートです。まずはポイントを押さえて作成し、その後

に、訓練の結果や最新の知見を用いて、より実用性のある、各事業所に適した計画にしてい

くことが重要です。 
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Ⅲ－ⅲ ハラスメント対策の強化 

 

男女雇用機会均等法第11条第１項及び労働施策総合推進法第30条の２第１項

の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワ

ーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のため

の雇用管理上の措置を講じることが義務付けられていることを踏まえ、令和３

年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者にハラスメント対策を

求めることが規定されました。なお、セクシュアルハラスメントについては、

上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留

意してください。 

 

１ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ

てはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

⑵ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応

のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。なお、パワーハ

ラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、

中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主につい

ては資本金が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の企

業）は、令和４年４月１日から義務化（令和４年３月31日までは経過措置

期間による努力義務）。 

 

２ 事業主が講じることが望ましい取組み 

顧客からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、

事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組みの例として、 

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

②被害者への配慮のための取組み（メンタルヘルス不調への相談対応、行

為者に対して１人で対応させない等） 

③被害防止のための取組み（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態

等の状況に応じた取組み） 

が規定されています。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカス

タマーハラスメントの防止が求められていることから、「１ 事業主が講ず

べき措置の具体的内容」の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場に
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おけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための

手引き」等を参考にした取組みを行うことが望ましいです。この際、上記マ

ニュアルや手引きについては、次の厚生労働省ホームページに掲載されてい

るので参考にしてください。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、愛知県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員

に対する悩み相談窓口設置事業や事業主が行う各種研修の費用等について助

成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所にお

けるハラスメント対策を推進することが望ましいです。 
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Ⅲ－ⅳ 高齢者虐待防止の推進 

 

令和３年度の介護報酬改定で、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会

の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられました（経過

措置期間により令和６年３月 31日までは努力義務）。 

 

１ 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めること 

⑴ 記載する内容及び記載例 

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 

イ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修方法、計画 

ウ 虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること 

⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を

定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

ア 管理者を含む幅広い職種で構成し、虐待防止の専門家を委員として採用する

ことが望ましい 

イ 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすること 

ウ 定期的に開催すること 

エ 虐待の事案については、その性質上、全てが従業者に共有されるべき情報と

は限らないため、個別の状況に応じて慎重に対応すること 

（参考 運営規程記載例） 

  ○○条 施設（事業所）は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 施設（事業所）における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者

に周知徹底を図ること。 

二 施設（事業所）における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 施設（事業所）において、介護職員その他従業者に対し、虐待の防止のための

研修を定期的（年〇回以上）に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

五 施設（事業所）は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利 

用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利 用

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 



 

- 14 - 

 

オ 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、一体的に設置・   

運営することも可能 

カ 他のサービス事業者との連携により行うことも可能 

キ 虐待防止検討委員会は、具体的に次のような事項について検討し、その結果

を従業者に周知徹底を図ること 

ク 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ケ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

コ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

サ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

シ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行

われるための方法に関すること 

ス 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防

止策に関すること 

セ 前項目における再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関す

ること 

 

⑵ 虐待の防止のための指針を整備すること 

虐待防止のための指針には、次の様な項目を盛り込むこと。 

ア 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

オ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

カ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

キ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ク 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

ケ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

⑶ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・

啓発するものであるとともに、当該事業所等における指針に基づき、虐待の防止

の徹底を行うものとする。 

ア 指針に基づいた研修プログラムを作成すること 

イ 定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の

防止のための研修を実施すること 

ウ 研修の実施内容についても記録すること 
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エ 研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない 

 

⑷ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

訪問型サービス事業所等における虐待を防止するための体制として、⑴から⑶ 

までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要。当該

担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望

ましい。 
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Ⅳ 各種手続き（変更届・加算届等） 

 

１ 変更届 

⑴  届出期限 

介護サービス事業者は、介護保険法、春日井市介護予防・日常生活支援総合

事業実施要網に定める事項に変更があった場合には、10日以内に届け出てくだ

さい。 

提出が必要な書類について、市ホームページ【ID 1009671】において、各サ

ービス種別に添付書類一覧表がありますので、確認していただき、提出をお願

いします。 

⑵  法人に関する変更の注意 

法人に関する変更の場合は法人単位で届け出てください。 

また、同一法人で複数の指定事業所がある場合は事業所一覧を添付してくだ

さい。 

⑶  加算算定を受ける際の変更届 

体制を整備することによる加算要件を満たし、加算要件を満たすための人員

等の変更が伴う時には、「２ 加算届」の期日までに「変更届」の提出をしてく

ださい。 

⑷  運営規程に変更があった場合の届出 

運営規程に変更があった場合には、変更後10日以内に届け出てください。 

実人員を記載した「従業者の員数の変更」に係る変更届について、次の条件の

いずれにも該当する場合は、前年６月１日と当年６月１日を比較した従業者の員

数の変更内容を提出してください。 

この場合は、１年に１回、当年６月１日から６月30日までに提出してください。 

ア 従業者の員数変更が加算の算定体制に影響がないこと 

イ 次の職種の変更でないこと 

（ア） 管理者 

（イ） 介護支援専門員 

（ウ） 計画作成担当者 

（エ） 社会福祉主事 

（オ） オペレーター 

（カ） 訪問事業責任者 

（キ） サービス提供責任者 

（詳細は、市ホームページ【ID 1009671】を確認してください。）



- 17 - 

 

２ 加算届 

⑴  算定の届出時期と開始時期 

サービスの種類 届出期限 算定の届出時期と開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

居宅介護支援 

介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業 

加算算定月の

前月15日まで

に届出が必要 

加算算定月の前月15日以前に

届出をした場合 

⇒届出月の翌月から 

加算算定月の前月16日以降に

届出をした場合 

⇒届出月の翌々月から 

例）６月15日に届出 

⇒７月１日算定開始 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

加算算定月の

初日までに 

届出が必要 

初日に届出をした場合 

⇒届出月から 

初日以外に届出をした場合 

⇒届出月の翌月から 

 

⑵  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 

ア 計画書は、法人単位で提出してください。 

イ 施設・事業所別個表（様式2-2及び様式2-3）について、当市で指定を受けて

いる事業所すべてを記載して提出してください（提出する前に、算定月や単

価の確認をお願いします。）。 

ウ 算定月の前々月の末日までに届出をする必要があります。 

エ 実績報告書は、計画書事業年度における最終の加算の支払いがあった月の 

２か月後の末日までに提出してください。 

（詳細は、市ホームページ【ID 1025044】を確認してください。） 

 

３ 届出書の様式 

指定・変更・廃止など各種届出書様式の用意がありますので御利用ください。 

なお、届出の際には原本及び事業所控えをお持ちください。 

各種様式は、国から示される基準、解釈通知等により一部内容を変更する場合が

あるため、届出をする都度、市ホームページ【ID 1009671】にて最新のものをダウ

ンロードしていただきますようお願いします。 

 

４ 電子申請・届出システムの運用開始 

昨年度から各種様式の押印が廃止され、電子データによる届出が可能となりまし

た。利用方法については、介護・高齢福祉課にお問い合わせください。 
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Ⅴ 介護サービス事業者による高齢者虐待防止 

 

１ 早期発見・通報 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「高齢

者虐待防止法」という。）では、虐待を受けたと思われる高齢者の生命や身体に重

大な危険が生じている場合、発見者に市町村への通報を義務付けているほか、高

齢者の福祉に業務上及び職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努める

こととされています。 

日常業務において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やか

に市に相談してください。その際、虐待かどうかの判断は必要ありません。 

相談受理後に、老人福祉法又は介護保険法の規定により「立入検査等」を行い

ます。 

※ 虐待の通報は、守秘義務より優先します。（高齢者虐待防止法第７条第３項） 

※ 市は、通報者を特定するような情報を漏らしてはならないと法律で規定され

ています。（高齢者虐待防止法第８条） 

 

２ 高齢者虐待とは 

  65歳以上の高齢者に対する養護者及び養介護施設従事者等の次の行為を指しま

す。 

虐待の種類 内  容 

身体的虐待 

高齢者を身体に外傷が生じ又は生じるおそれのある暴行。 

例）・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る 

・意図的に薬を過剰に服薬させる、身体拘束など 

介護・世話の 

放棄、放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護

者以外の同居人による虐待の放置など養護を著しく怠ること。 

例）・入浴しておらず異臭がする、皮膚が汚れている 

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境で住まわせる 

・高齢者本人が必要とする介護や医療サービスを、相応の理由な

く制限し、使わせない 

心理的虐待 

高齢者に対し脅しや侮辱などの威圧的な態度、無視、嫌がらせ

等によって、高齢者に対し著しい心理的な外傷を与える言動。 

例）・排泄の失敗等を嘲笑する 

・侮辱を込めて子どものように扱う 

性的虐待 

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行

為をさせること。 

例）・懲罰的に下半身を裸にして放置する、本人の合意なく性的な行

為を強要する 
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経済的虐待 

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当

に財産上の利益を得ること。 

例）・日常生活に必要な金銭を渡さない、財産を無断で売却する 

 

３ 養介護施設従事者等による虐待の通報件数及び認定件数 

⑴ 相談・通報件数と虐待認定件数 

   年度 

 

組織等 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 

相談・通報 

件数 

虐待認定 

事例 

相談・通報 

件数 

虐待認定 

事例 

相談・通報 

件数 

虐待認定 

事例 

春日井市 ６ ３ ８ ２ ８ １ 

愛知県 93 32 101 17 - - 

⑵ 令和３年度相談・通報者内訳 

 
当該施設 

事業所職員 
家族 

匿名 

その他 

件数（件） ３ １ ４ 

 

４ 虐待認定事例の具体的内容と発生要因 

 内容 発生要因 

１ 

【身体的虐待】 

事業所職員が利用者に

対し顔面等へ平手打ち

等の暴力を振るった。 

利用者が大声を出していたことに苛立ちを覚え手

を出してしまった。 

事業所において、虐待防止のために必要な体制の

整備、研修等の取組みが不十分だった。 

 

５ 事例を通じて考えられる虐待防止対策例 

⑴ 虐待防止に関する正しい知識と適切な対応 

・虐待防止研修を実施し、日頃から虐待防止の意識を高める。 

・参加しやすい日にちの設定や研修の周知期間を長めに設定する等、職員全

員が研修に参加しやすい環境を整える。 

・虐待が発生しそうな場面に遭遇した場合の対応方法について、ロールプレ

イを交えて職員間で意見交換し、対応方法を確認する。 

  

⑵ 職員のストレスケアや怒りのコントロールへの対応 

   ・勤務時間や職員配置を見直す。 

   ・定期的に職員面談を実施する。 

   ・アンガーマネジメント（怒りのコントロール）研修を実施する。 
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Ⅵ 事故発生時の対応 

 

介護サービス事業者は、「春日井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例」等の規定に基づき、サービスの提供により事故

が発生した場合は、保険者及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じなければならないこととなっています。 

また、事故発生時の利用者家族等への連絡は、過失の有無にかかわらず、真摯に

対応するとともに、賠償をすべき事故である場合には、損害賠償を速やかに行って

いただきますようお願いします。 

 

１ 報告を要する事故等 

⑴ サービス提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 

⑵ 食中毒及び感染症の発生 

⑶ 職員（従業者）の法令違反・不祥事事件等の発生 

⑷ その他、報告が必要と認められる事例 

 

２ 報告方法 

⑴ 事故等の発生後速やかに、遅くとも５日以内にメール又は FAXで報告（第１

報）をしてください。 

【報告先】春日井市健康福祉部介護・高齢福祉課 指導担当 

メール：kaigo@city.kasugai.lg.jp  FAX：0568-84-5764 

⑵ その後の状況変化などの経過について、順次報告をしてください。 

⑶ 事故の原因分析や再発防止策等を作成次第、報告をしてください。 

市ホームページ『事故発生時の報告について』【ID 1024506】 

※市様式の事故報告書の項目が含まれていれば、別様式での報告も可能です。 

  ※事故報告書の提出をもって第１報とします。電話のみでの報告は御遠慮くだ

さい。収受が済んでいるかの問い合わせは、電話で可能です。 

 

３ 応急手当講習 

  当市では事業所へ指導員を派遣する応急手当講習を実施していますので、積極

的に御利用ください。詳細は市ホームページ【ID 1003877】を御確認ください。 
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令和３年度事故報告書集計結果 

 

令和３年度の事故報告件数は、479件でした（１日平均1.31件）。事故発生から５

日以内に市への報告が必要ですが、第１報の報告まで平均8.46日でした。実施指導

で提出をお願いした事例や、数か月後に提出があった事例もありました。 

 事故の発生は、転倒リスクが少ないと考えられていた方の転倒や、予期せぬ時、

利用者の情報共有不足により発生している傾向がありました。また、同じ利用者が

転倒を繰り返す事例もありました。 

 

１ サービスごとの事故、発生場所の件数（P25 別表） 

最も多かったのが介護老人福祉施設で159件、次いで介護老人保健施設で75件で

あり、入所・入居系の施設での事故が多い結果となっています。 

ほぼ全てのサービスにおいて、転倒が一番多くなっています。 

 

２ 死亡事故 

病気による死亡が多く発生していましたが、体調に変化があった際、職員が早

期に気づき、病院等の受診につながっていました。 

 発 生月 サービスの種類 時間 場所 年齢 介護度 認 知症 原因 

1 ４月 介護老人保健施設 午後７時 居室 70代 介護５ 有 不明 

2 ５月 介護老人保健施設 午後６時 食堂 70代 介護４ 有 誤嚥 

3 ６月 認知症対応型共同生活介護 午前７時 居室 80代 介護４ 有 不明 

4 ６月 介護老人福祉施設 午前８時 居室 80代 介護３ 有 転倒 

5 ７月 認知症対応型共同生活介護 午前５時 廊下 80代 介護２ 有 その他 

6 ８月 地域密着型介護老人福祉施設 午後６時 フロア 90代 介護５ 有 不明 

7 ９月 通所介護 午前11時 静養室 80代 介護２ 有 その他 

8 ９月 介護老人福祉施設 午前３時 居室 80代 介護３ 有 その他 

9 11月 介護老人福祉施設 午前５時 居室 80代 介護５ 有 窒息 

10 11月 特定施設入居者生活介護 午後７時 居室 90代 介護４ 有 その他 

11 11月 認知症対応型通所介護 午後０時 食堂 90代 介護４ 有 誤嚥 

12 12月 地域密着型通所介護 午後４時 機能訓練室 70代 事業対象者 無 その他 

13 12月 地域密着型通所介護 午後10時 廊下 80代 介護２ 無 その他 

14 １月 介護老人保健施設 午後５時 食堂 80代 介護１ 有 誤嚥 

15 ２月 認知症対応型共同生活介護 午前０時 居室 90代 介護３ 有 不明 
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３ 離設 

ほとんどが施設系サービスで発生していました。 

おやつや夕食等利用者が集まる際に施設内にいないことに気づく事例が多く発生

していました。施設内捜索後、速やかに警察や家族に連絡がされていました。近所

の方や、知り合いの方が気づき、施設や警察に連絡が入り保護されていました。 

 発 生月 サービスの種類 時間 年齢 介護度 認知症 

1 ４月 認知症対応型共同生活介護 午後１時 90代 介護２ 有 

2 ６月 認知症対応型共同生活介護 午後５時 90代 介護２ 有 

3 ７月 特定施設入居者生活介護 午後５時 80代 介護１ 不明 

4 ８月 認知症対応型共同生活介護 午後２時 70代 介護４ 有 

5 10月 通所介護 午後４時 70代 介護１ 有 

6 11月 地域密着型介護老人福祉施設 午前９時 80代 介護４ 有 

7 ２月 特定施設入居者生活介護 午後５時 80代 介護１ 無 

 

４ サービスごとの事故の特徴 

 ⑴ 通所系サービス 

   転倒は、送迎時の車の乗降や移乗（機械浴のいすから車いす、車いすから食

堂のいす）、訓練中に発生していました。また、職員が近くにいない状態で起き

ていました。 

 ⑵ 施設系サービス 

転倒、転落事故の多くは、居室や共用部において、特に職員が近くにいない

状態で発生していました。ベッドや便座からの立ち上がり、ベッドから車いす

等への移乗時、歩きはじめ、歩行中の方向転換時に多くの転倒、転落事故が起

きていました。ふらつきがあり、職員が支えようとして利用者とともに転倒し

てしまう事例も発生していました。 

また、いすからの立ち上がりや、ベッド上での起き上がりの介助時に、支え

る場所が悪く、骨折につながる事例も発生していました。 

別の方の内服薬を誤って服薬介助してしまう誤薬も発生していました。 

 

５ 市へ報告された具体的な事故防止対策例 

種類 事故の内容 再発防止策 

転

倒 

フロア内に他の利用者のシル

バーカーが置いてあり、それ

に躓いて転倒した。 

シルバーカーを利用者の動線には置かず、安

全な場所に置く。食前は特に利用者が移動さ

れることが多い時間帯になるため、職員の見

守りを実施する。 
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洗面台に向かって歩行してい

た利用者が突然意識消失し、

付き添いの職員も支えきれず

転倒した。 

 

 

意識消失の頻度が高い利用者。歩行時はシル

バーカーを使用している。歩行時には介助者

が必ず側方又は後方に付き添い、利用者の身

体に手を添え移動し、急な意識消失でも身体

を支えられるようにする。また、広くあいて

いる歩行ルートを確保する。 

日頃からすり足でふらつきが

見られていた。夜間、居室内

のトイレに行こうとして、転

倒した。 

ベッドの位置をトイレに近づけ、移動距離が

短くなるよう、部屋のレイアウトを変更し

た。夜間はポータブルトイレを設置する。ふ

らついた時のことを考慮し、トイレの扉の角

に保護材を取り付ける。 

浴室入口で車いすから機械浴

いすへ移乗の際、職員の足が

滑りバランスを崩して利用者

を抱えたまま転倒した。 

移乗介助は脱衣所で行う。機械浴いすへの移

乗は二人介助で行い、職員は自分のサイズに

あった履物を使用する。 

 

 

 

誤

嚥 

 

 

一口大のパンを食べていた。

食後、食器を下げようと利用

者に職員が近づくと身体が左

に傾き、ぐったりされてい

た。 

多職種で相談を行い、パンの食事形態を一口

大から浸しパンへ変更した。食事時の席は、

異変に気付きやすいよう、職員の近くにす

る。入居時より、咀嚼・嚥下能力が低下して

いることも考えられるため、見守りを行う。

家族からの差し入れについても、利用者の嚥

下状態にあった物をお願いする。 

 

誤

薬 

夕食後、薬を渡す際、他利用

者の薬を渡してしまい、利用

者も気づかず服薬してしまっ

た。 

机にも名札を貼り、名前付きのコップに水を

入れ、薬とともに利用者の手元にお持ちす

る。薬袋の名前を職員が読み上げ、返事をも

らう。服薬が済んだことを確認する。 

 

離

設 

洗濯室にある勝手口の鍵が誰

でも開けられるようになって

おり、外へでてしまった。 

洗濯室のドアを必ず施錠し、利用者の手が届

かないところに鍵を保管する。鍵を簡単に開

けられないように形状の変更を行う。利用者

の所在を常に把握する。 

 

６ その他 

令和３年度介護報酬改定により、施設系サービスにおいて、安全対策担当者を

定めることが義務付けられ、新たな減算・加算が創設されました。適切な御対応

をお願いします。 

⑴ 運営基準 
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ア 事故発生防止のための指針の整備 

イ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者

に周知徹底する体制の整備 

ウ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施 

エ ア～ウの措置を適切に実施するための担当者の設置 

⑵ 報酬基準 

ア 安全管理体制未実施減算 ５単位／日（令和３年10月から） 

運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられてい

ない場合 

イ 安全対策体制加算 20単位（新規入所者に入所初日のみ算定） 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内の安全対策部門を設置し、

組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 

 

７ 事故予防に関する参考ホームページ 

 事故予防に関する情報や再発防止策が具体的に記載されているものとなります。

今後の事故予防の参考にしてください。 

 ⑴ 社会福祉施設の安全管理マニュアル 

   職員、利用者向けに転倒事故予防に焦点を当てて作成されたマニュアル 

（厚生労働省ホームページ：社会福祉施設における労働災害防止対策について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123245.html） 

⑵ 介護老人保健施設 安全推進マニュアル 

  「誤飲・誤嚥を防止するために」「転倒・転落等の事故を防止するために」 

  「入浴時の事故を防止するために」 

  （全老健共済会ホームページ：https://www.roken.co.jp） 
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Ⅶ ケアプラン点検 

１ 目的 

介護支援専門員がケアマネジメントの一連のプロセスを振り返り、自立支援に資

するケアプランとなっているか「気づき」を促すことで、適切な給付を支援するこ

とを目的としています。 

 

２ 令和４年度ケアプラン点検 

⑴ ケアプラン点検の実施予定件数             120件 

   そのうち、適正な事業所の割合           90％ 

⑵ 実施方法（令和３年度からの変更点） 

  令和２・３年度にケアプラン点検を実施したことがない介護支援専門員、居宅

介護支援事業所単位で抽出するケアプラン点検対象事業所、高齢者向け住まい等

対策のケアプラン点検対象事業所に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専

門員に対して実施します。対象とするケアプランを次のとおりです。 

ア 初回加算を算定しているプラン 

イ 市が指定した被保険者のプラン（訪問介護同一建物減算１、２を算定して 

いるプランでヘルパーの利用回数が多いもの） 

 

３ 令和３年度ケアプラン点検件数 

点検実件数  120件（適正 87件、要改善 33件） 

適正な事業所の割合 83％ 

 

４ 令和３年度の主な指摘事項 

（詳細は、市ホームページ【ID 1022335】を確認してください。） 

アセスメント 

・生活歴、医学的な情報の聞き取りが不十分 

・状態・状況の詳細が記載されていない（特記事項の記載がない） 

・現状の予後予測とサービス導入後の予後予測が記載されていない 

第１表 

・アセスメントから生活に対する意向が導きだせていない 

・利用者及び家族を含むケアチームとして目指すべき方向性を確認 

できる方針となっていない 

第２表 

・優先すべき課題の項目に応じた課題の整理が行われていない 

・目標が抽象的な内容となっており、本人が具体的に何をするかイメ 

ージできる記載になっていない 

第３表 
・１日単位、１週間単位、月単位の利用者の生活をケアチームで共有 

できる内容になっていない 
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５ 令和３年度ケアプラン点検に係るアンケート結果について 

⑴ 回収率 72％ 

 

⑵ ケアプラン点検アンケート結果 

① 今回のケアプラン点検は役に立ちましたか。（1つ〇をつけて回答） 

１ 役に立った                 87% 

２ どちらかと言えば役に立った         12% 

３ どちらかと言えば役に立たなかった       0% 

４ 役に立たなかった               0% 

５ その他                   1% 

 

② ①で○をつけた項目について、そう思われる理由にあてはまるものに〇を

つけてください。（複数回答可） 

１ 自分の課題に気づくことができた           94% 

２ 疑問や悩みが解消された                   37% 

３ 助言内容が納得できなかった                1% 

４ 具体的に改善すべき項目が理解できなかった  0% 

５ その他                                    4% 

 

③ 点検で得られた気づき等は、プラン作成業務に生かせそうですか。（1つ〇 

をつけて回答） 

１ 生かせる                                 78% 

２ どちらかと言えば生かせる                 17% 

３ どちらかと言えば生かせない                0% 

４ 生かせない                                0% 

５ その他                                    5% 

 

④ ケアプラン点検について、あてはまるものに〇をつけてください。（複数回

答可） 

１ このままでよい                            87% 

２ 時間が長い                          4% 

３ その他                                     9% 

 

⑤ ケアプラン点検についてご意見などご自由にお書きください。 

   ・振り返りのよい機会となった。 

   ・利用者視点での客観的な指摘であった。 
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Ⅷ 新型コロナウイルス感染症に係る対応 

 

 新型コロナウイルス感染症に対して、引き続き十分な感染防止対策を徹底し

た上で、要介護（要支援）者に対して、適切な介護サービスが継続的に提供さ

れるようお願いします。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症等に関するホームページ 

  新型コロナウイルス感染症等に関する情報の専用ホームページを開設し、

介護保険最新情報等を内容別に掲載していますので、御活用ください。 

今後も、頻繁に更新することが予想されますので、漏れのないよう随時、

確認していただきますようお願いします。 

（詳細は、市ホームページ【ID 1027213】を確認してください。） 

 

２ 新型コロナウイルス感染者等発生時の報告 

利用者及び職員で新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、

閉庁日（休日等）も、速やかに報告専用フォームで御報告ください。 

なお、入力の際は、別途お伝えしているＩＤとパスワードが必要です。 

ＩＤとパスワードが不明の際は、お問い合わせください。 

＜問い合わせ先＞ 

春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当 

電 話：0568-85-6921    

ＦＡＸ：0568-84-5764 

   メール：kaigo@city.kasugai.lg.jp 

（詳細は、市ホームページ【ID 1027218】を御確認ください。） 
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Ⅸ 災害対応 

 

１ 介護施設・事業所等における災害時情報共有システム 

災害時に介護施設・事業所の被災状況、稼働状況など災害に関わる情報を

国と地方自治体で把握・共有し、迅速かつ適切な支援を行うため、災害時の

被災状況に係る各種情報を集約するシステムとして、介護サービス情報公表

システムに「災害時情報共有システム」が追加されました。 

今後、災害が発生し介護施設・事業所が被災した場合は、災害時情報共有

システムにより被災状況を報告することとなりますので、報告手順を含めた

対応について確認し、被災時においては、速やかに報告をお願いします。 

（詳細は、市ホームページ【ID 1027879】を確認してください。） 

 

２ 安全行動（シェイクアウト）訓練 

当市では、総合防災訓練（令和４年度は、８月 28 日（日）午前 7 時から

午前 10 時 40 分まで開催予定）の実施にあたり、大きな地震から身を守る市

内一斉の「安全行動（シェイクアウト）」訓練を行います。この訓練は、大

地震が発生したと想定し、「まず低く」「頭を守り」「動かない」という「安

全行動１・２・３」を実行する訓練です。 

この訓練は、総合防災訓練の会場に限らず、春日井市安全安心情報ネット

ワークへ加入いただくことで、「そのときあなたがいる場所」で訓練に参加

することができます。訓練時間は３分程度（８月 28 日（日）午前８時 18 分

頃開始予定）です。訓練方法は春日井市安全安心情報ネットワークへ加入し

た人に「訓練開始」のメールを送信しますので、受信したら「安全行動１・

２・３」を実行し訓練に参加してください。 

安全行動（シェイクアウト）は、地震から身を守る行動を一斉に実施する

ことによって、日頃の防災対策を確認するきっかけづくりとすることを目的

に行っております。是非、御参加ください。 

（総合防災訓練についての詳細は市ホームページ【ID 1004226】、春日井

市安全安心情報ネットワークについての詳細は市ホームページ【ID 

1001490】を確認してください。） 
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Ⅹ 介護サービス情報の公表 

 

１ 目的 

介護サービスの利用者等が公表されたサービス事業者の情報を比較検討するこ

とにより、利用者等の主体的な事業者の選定を可能にすることを目的としています。  

また、情報公開をすること等により事業者のサービスの質の向上への効果が期待

されています。なお、事業者には介護保険法第115条の35第１項の規定により報告が

義務付けられています。 

 

２ 対象となるサービス事業者 

次のいずれかに該当する事業者が対象になります。 

 ⑴ 新たに介護サービスの提供を開始した事業者 

 ⑵ 基準日において、介護サービスを提供する事業者のうち、基準日前１年におい

て介護報酬額が100万円を超える事業者 

 

３ 公表情報 

公表する介護サービス情報は、介護保険法施行規則第140条の45で規定されてい

ます。その内容は、おおむね次のとおりです。 

 ⑴ 基本情報：事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など 

 ⑵ 運営情報：介護サービスの内容、事業所の運営状況など 

 ⑶ 独自項目：介護サービスの質、介護サービスに従事する従業者に関する情報な

ど（公表は任意） 

 

４ 報告の方法 

  愛知県のホームページから報告ください。 

○愛知県ホームページ『介護サービス情報の公表について』 

  URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigo-zyouhoukouhyou.html 

※ 令和４年度の報告は８月頃に周知が予定されています。 

 

５ 問い合わせ先 

愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指定・指導グループ 情報公開担当 

電 話：052-954-6479（平日午前９時30分～正午、午後１時～午後６時） 

メール：kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp 
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Ⅺ 研修・講習会のお知らせ 

 

介護サービスの管理者等には基準で定められた研修・講習会の受講及び修了が義務

付けられています。 

当市では、各研修・講習会の内容を市ホームページ【ID 1016912】で周知しますの

で、適宜確認をお願いします。愛知県社会福祉協議会ホームページにおいても研修の

案内が掲載されていますので併せて御確認ください。 

なお、年間の研修及び講習会の開催数と人数は限られていますので、早目に申込を

してください。 

 

主に掲載する研修・講習会  市ホームページ【ID 1016912】 

研修名 受講を必要とする職種や加算 

① 認知症介護実践者研修 認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者

及び③⑤の研修を受講する者【必須】 

②認知症介護指導者養成研修 認知症専門ケア加算、認知症加算【必須】 

③認知症対応型サービス事業 

管理者研修 

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型共同生活介護の管理者【必

須】 

④認知症対応型サービス事業 

開設者研修 

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同

生活介護の代表者【必須】 

⑤小規模多機能型サービス等 

計画作成担当者研修 

小規模多機能型居宅介護の計画作成担当者

【必須】 

⑥介護支援専門員実務研修 介護支援専門員実務研修受講試験合格者 

⑦介護支援専門員専門研修 初回の更新か否か、実務経験の有無、実務従事

期間等により異なります。 

詳しくは、愛知県社会福祉協議会ホームペー

ジでご確認ください。 

⑧介護支援専門員更新研修 

愛知県社会福祉協議会ホームページ 

https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_index.html 
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Ⅻ 要介護・要支援認定更新申請開始日の受付手順 

 

当市では、更新申請の開始日に限り、事業所が受付する順番を抽選で決めています。 

抽選に参加をする場合には、毎月15日午前８時30分から18日午後５時15分までに、

「抽選申込書」をメール、ＦＡＸ又は窓口のいずれかの方法で提出してください。 

春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 認定担当あて 

メール：kaigo@city.kasugai.lg.jp  FAX：0568-84-5764 

 

※抽選申込をしていない事業所は、抽選申込をした事業所以降の順番になります。 

※必ず抽選申込に参加しなければならないものではありません。 

※受付期間の15日から18日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、メール及びＦＡＸの

みの受付になります。 

※８月受付（９月の更新認定申請開始日）に限り、夏季休暇を考慮して、受付期間

を15日から20日までとします。 

 

また、開始日については、申請を受け付けた方の要介護認定等申請受理通知書及び

資格者証を翌日以降にお渡し又は郵送しており、それにあたり「要介護・要支援認定

申請受理確認書」の添付をお願いしています。 

こちらは抽選に参加をしない事業所も添付をしてください。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、引き続きできるかぎり事前の郵送申

請をお願いします。 

 

（詳細は、市ホームページ【ID 1016162】を確認してください。） 
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ⅩⅢ 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度 

低所得者で特に生計が困難な方に対し、社会福祉法人等が提供する介護サービスに

ついて、介護サービス費（１割分）、食費、居住費（滞在費）及び宿泊費が軽減される

場合があります。 

１ 対象者 

・生活保護受給者 

・世帯全員が市民税非課税で、次の要件全てを満たす方 

⑴ 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員１人増えるごとに50万円加算)以下 

⑵ 預貯金等の額が単身世帯で350万円（世帯員１人増えるごとに100万円加算）

以下 

⑶ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に

利用し得る資産を所有していない 

⑷ 負担能力のある親族等に扶養されていない 

⑸ 介護保険料を滞納していない 

２ 対象となるサービス 

  訪問介護、通所介護、短期入所生活介護※、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護※、小

規模多機能型居宅介護※、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護

小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、第一号訪問事業のうち介護

予防訪問介護に相当する事業、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当

する事業（※は介護予防サービスを含む） 

 

ⅩⅣ 介護保険施設における負担限度額認定 

介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費について、低所得の方

への助成（補足給付）を行っています。 

 世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が市民税非課税の場合が対象です（課税の配偶

者がいる場合、世帯分離や施設へ住所を移しても認定されませんので御注意くださ

い）。 

 令和３年８月１日から、認定要件である預貯金等の金額が1,000万円（夫婦の場合

は2,000万円）から500万円（夫婦1,500万円）、550万円（夫婦1,550万円）、650万円（1,650

万円）に見直しされました。申請をして対象外となった場合も、預貯金額が減少して

認定要件を満たすこととなった場合は再度の申請により対象となります。 

 

＜このページについての問い合わせ先＞ 

春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 高齢サービス担当  

電話：0568-85-6182 
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